
「口腔清潔」「唾液分泌」「咀嚼（噛む）」「嚥下（飲み込み）」などの口腔機
能が低下している利用者に対して、口腔機能向上を目的として、口腔機能
の指導や咀嚼訓練などの適切な指導が行なわれた場合に加算されます。

リハビリテーションマネジメント加算の種類によって、口腔機能向上加算の組み合わせが決まります。

口腔機能向上加算について

単位数

◆ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を

1名配置していること

◆ 口腔機能改善管理指導計画を作成して

進捗状況を定期的に評価していること

◆ 口腔機能向上サービスを行っているとともに、

利用者の口腔機能を定期的に記録していること

算定要件

歯科診療にて、摂食嚥下療法を算定

されていると、介護報酬での口腔機能

向上加算は算定できません。

留意事項

以下 3つのうち、2 項目が該当する方

◆ 半年前に比べて硬い物が食べにくい

◆お茶や汁物などでむせることがある

◆ 口の渇きが気になる

口腔機能の低下している方または機

能低下が予想される方

対象者

◆ 口腔体操          　◆ 食事観察・指導

◆ 呼吸練習         　 ◆ 食事形態の指導

◆自助具の検討

リハビリテーション内容

そしゃく

リハビリテーション
マネジメント加算

リハマネ（イ） 口腔機能向上加算Ⅰ 150単位（月に 2回が限度）

150単位（月に 1回が限度）

160単位（月に 1回が限度）

160単位（月に 2回が限度）

155単位（月に 2回が限度）

口腔機能向上加算Ⅰ

口腔機能向上加算Ⅱ

口腔機能向上加算Ⅱ（ロ）

口腔機能向上加算Ⅱ（イ）

リハマネ（ロ）

リハマネ（ハ）

予防

口腔機能向上加算 単位数

など
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＋
もっと知ってほしい、デイケアだからできること。

ほほえみ通信 hohoemi

西宮協立デイケアセンターほほえみ
西宮市津門呉羽町10-13
TEL:0798-36-6780 FAX:0798-36-6766

西宮協立デイケアセンター第2ほほえみ
西宮市津門呉羽町9-10 1F
TEL:0798-33-3501 FAX:0798-33-3502

＋ぷらす



ほほえみには「食べる」の専門家がいます

当事業所の言語聴覚士は口腔機能の評価

や口腔体操、食事形態の指導が可能です。

詳しくは『甲友会ナウ vol.70』をご覧ください。

口腔機能向上加算の実例

口腔機能向上のためのリハビリを！
※写真の掲載はご本人の同意を頂いております。

�case

実施内容

その結果

口腔アセスメントを実施したところ、
時々食事中のむせが増えてきた。

口腔体操が習慣化し、食事中のむせが減った。

嚥下機能の評価
口腔体操の自主トレ指導

食べやすい形態になったことで、食事時間が
短縮し、食事量が増えた。

食事形態の指導
（食べやすくする調理方法など）
口腔体操の自主トレ指導

�case

実施内容

その結果

難病（パーキンソン病）、嚥下障害が軽度あり。
食事に時間がかかり、食事量が減った。


